
確認①
教員資格認定試験合格、又は 教員資格認定試験合格者 → 「第１６条の２」
保健師免許取得による養護教諭二種免許状
の申請ですか？

い 取得済み免許状の単位を一部流用して他の
い 校種の免許状を取得する場合 → 「別表第１」
え

取得済み免許状の教員経験を活かして
その上級免許状を取得する場合 → 「別表第３」
※ 養護教諭の方は「別表第６」

確認② ※ 栄養教諭の方は「別表第６の２」

教員免許状を既に取得していますか？ はい 同一校種で、取得済み免許状以外の教科の
免許状を取得する場合 → 「別表第４」
注）取得済み免許状より上級の免許状は取得不可

教員経験を活かして特別支援学校教諭の
免許状を取得する場合 → 「別表第７」

い
い 取得済み免許状の教員経験を活かして隣接
え する校種の免許状を取得する場合→「別表第８」

確認③
取得予定の免許状は養護教諭免許状、又は 養護教諭免許状を取得する場合→「別表第２」

栄養教諭免許状ですか？ 栄養教諭免許状を取得する場合→「別表第２の２」

い
い
え

＜注意事項＞

お問い合わせ先
兵庫県教育委員会事務局教職員課 制度・免許係
電話 ０７８－３４１－７７１１（内線５６６７）

教員免許状の申請方法が分からない場合は、フローチャートを参考にホームページ内の該当項目を御覧ください。
なお、フローチャートは、一般的な申請方法のため、これ以外の方法については、お問い合わせください。

教員免許状の申請方法について

「別表第１」

免許状取得申請に必要な資格（大学等を卒業し、必要な単位等を修得済み）を備えて１０年を経過している場合
は、免許状更新講習を受講しなければ免許状の申請ができません（平成２１年３月３１日以前に授与された免許状
を所持している方を除く。）。

はい
保健師免許取得者 → 「別表第２（ロ）」

はい


